
令和８年２月１３日 

四国電力送配電株式会社 

 

託送供給等約款の変更届出について 

当社は、本日、電気事業法第１８条第５項※１の規定にもとづき、「託送供給等約款※２」の

変更届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。 

１．主な変更内容 

・ 需給調整市場における低圧リソースの活用および機器個別計測の導入 

国の審議会※３において、需給調整市場における低圧リソースの活用および機器

個別計測について導入することになったため、当該リソース活用時のバランシング

グループの組成方法やインバランス算定・処理方法等を供給条件に反映しました。 

・ 託送料金の口座振替の導入 

国の審議会※４において令和８年度中の導入予定としていた託送料金の口座振替

化について、供給条件に反映しました。なお、具体的な導入時期は、別途お知らせ

いたします。 
 
２．実 施 日 

  令和８年４月１日を予定しています。 
 
３．添 付 資 料 

  託送供給等約款変更届出書 
 

※１：電気事業法第１８条第５項（託送供給等約款） 
一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めると

ころにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。 

※２：小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定

めたもの。 

※３：第６５回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会（令和

５年９月２７日開催） 

※４：第５９回料金制度専門会合（令和６年８月２０日開催） 

 

以 上 

https://www.yonden.co.jp/nw/assets/consignment_service/law/yakkan_213.pdf

